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(備考) 計数は、超過課税及び法定外税を含まない。
平成19年度までは決算額、� 20年度は決算見込額、� 21年度は地方財政計画額である。
平成21年度の法人二税には、地方法人特別譲与税(0.8兆円)を含む。
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[二 i
個人住民税の概要� 

区 分 個人住民税(均等書i及び所得割) (参考〉所得税

課税主体 賦課期日付月� 1日)現慌の住所地の市(区)町村及び都道府県 閤

納税
①市区町村・都道隣県内!こ住所を有する個人(均等割・所得割)

日本閣内に住所又は居所を有する倒

義務者
争事区富7村・都道時蟻内!こ事務所、事業所又は家賠敷を有する個人

人等
〈さ)1こ該当する者を輪く) (均等割)

申告納税方式
課税方式 賦課課税方式(課税関体が税額を計算、確定〉 〈締税者又は源泉徴~叉義務者の申告、

年来観整によ守、税額を確定〉

課税標準 (所得割)前年中の所得金額 新得金額〈現年〉

課税総所得金額等 税率

』県

標準税率� 
195万円以下� 5% 

市町村 合計� 330万円以下� 10% 

税率 所得蔀� 4% 6% 10% 695万円以下� 20% 

900万円以下� 23% 
均等割� 1，000円� 3，000F9 4，000丹� 1，800万円以下� 33% 

1，800万円鎧� 40% 

税率構造・・輔比例税率{所得割) 程率構造事.零恕嬬紫瀧税率

-基礎控除 33万円 震基礎控除� 38万円

所得控除� 
'~è偶者控除 33万円 -配偶者謹除 38万円
-扶養控験 33万円 -扶養控除 38万円
男特定扶議控i稔� 45万問 等 -特定扶養控除 63万円 等� 

'~è当控除、外部設額控除、富E当審i額控輪、株式等譲渡所得部額控除、
匡配当控除、外関税額控除、

税額控徐
住喝構入金等特別税護控除、番簡金税額控韓 等

住宅借入金等特別控除、
既存住吉住特定執修特澗控� j徐 等

税収 均等割0.2兆円、所得劃12.0兆円� (21地方期政計画額〉� 15.6兆丹� (21予算額〉

(注)1酬にのほか、個人に課される住民税として、道府県民税利子割、配当部及び株式等譲渡所得蔀がある。� 

2.瀧府県民税の徴収も市町村民税と併せて市区附村が行っている。� 

7 



現行の基礎的な人的控除の概要(個人住民税) 

33万円

雇一除一
一礎一

一基一 基礎控除 

38万円
33万円 

河福者控除|
配偶者控除 老人配偶者控除 

70歳~  

45万円 

38万円 

「扶養控除 | 

33万円 

45万円

同居老親等加算 
33万円 -・・・・・・・・・・・・・・・・・・E ・・圃・・・・・・・・・・・・・・圃・・・・圃・・・・

扶養控除
老人扶養控除

(成年)
特定扶養控除

扶養控除
(年少)

15歳 16歳 22歳23歳 69歳70歳~

※障害者控除:本人、配偶者、扶養親族が障害者である場合には、(基礎控除、配偶者控除や扶養控除に加え、) 26万円の所得控除。 
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その他の所得控除制度の概要(個人住民税)

控除の種類 概 袈 控鈴額の計算方法

雑損控除※
性客家財等について災欝又は滋畿若しくは横

銀による喪失を生乙た場合又は災害関連支出
の金額がある場舎に控鰍

次のいずれか多い方の金額
①(災容損失の金額十災害関連支出の金韻)一年間所得金額� x10切
~災欝関議支出の金額 -5万円

医療費控除※
納税義務者又iま納税義務者と生計をーにする

配偶者その他の親棋の底療費を支払った場合� 
に控除

「払ったJr… 底療費控j槍額
- I(1)10万円

罷療費の額 年関長奇縛金鰻� x5%
(最高関度額200万円)

社会保F食料控i稔※ 社会探検料を支払った場合!こ控除 支払った祉会保険料の額

小規模企業共溝� 
等掛金摺除※

11¥震護企業共済掛金、謹定拠出年金に孫る
悟入翌年金加入者掛金及び心身韓害者扶養共
済欝金を支払った場合iニ控除

支払った掛金の額

生命保険料t控除
生命保険料又は個人年金保険料を支払った

場合に控除
ワ〉支払った生命保険料に応じて一定額を控除〈最高臨度鶴3万5千円)
ゆ支払った信人年金保験料に応i二て一定義を控捺〈最高綴農欝3JJ5千丹〉

地震保険料控除 地震保険料を支払った場合に控除 支払った保険料の金額の2分の� 1の金額を控除(最高限度額� 2万S千円〉

0.知県の4つの控除iま、所鐸税と金くi薄様の計算方式としている摺除� 
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